
 

千葉県工賃（賃金）向上計画（平成３０年度～平成３２年度）の策定について 

 

１ 位置づけ 

  厚生労働省が示す「工賃向上計画を推進するための基本的な指針」に基づき策定す

るもの。 

障害者就労継続支援事業所の工賃（賃金）向上により、障害者の自立の促進を目指

し、県全体としての平成３２年度までの各年度の目標工賃（賃金）額を掲げるととも

に、個々の事業所が目標工賃（賃金）額を達成するための支援施策を定める。 

 

２ 計画期間 

  平成３０年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

 

３ 策定方法 

  厚生労働省から示される「工賃向上計画を推進するための基本的な指針」及び千葉

県工賃（賃金）向上計画（平成２７年度～平成２９年度）を基に素案を作成。 

  素案を基に、「千葉県工賃（賃金）向上支援チーム」からの意見を取り入れる。 

  また、例年、年度末頃に「工賃向上計画を推進するための基本的な指針」が改訂さ

れているため、改訂後の指針を確認後、決定する。 

   

４ 今後のスケジュール 

        素案作成 

１１月 第１回工賃向上支援チーム会議 開催 

        修正案作成 

１月 第２回工賃向上支援チーム会議 開催 

    最終案作成 

２月～３月 工賃向上計画を推進するための基本的な指針 改訂 

       ※必要に応じ、案修正の上、会議開催 

     ３月 計画決定、事業所等に周知 
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